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成
立
と
そ
の
伝
文
構
造
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作
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時
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書
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伝
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伝
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累
層
性
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/
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梁
伝
の
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伝
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法
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の
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梁
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の
文
体
/
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の
説
話
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穀
梁
伝
の
作
者
と
そ
の
時
代
　
前
の
二
幸
で
『
公
羊
伝
』
の
解
説
を
終
え

た
の
で
、
本
章
以
下
で
は
次
い
で
『
穀
染

伝
』
の
説
明
に
移
る
こ
と
と
し
よ
う
。

さ
て
『
穀
梁
伝
』
も
ま
た
『
公
羊
伝
』
と
同
様
に
、
作
者
と
作
成
年
代
を
明

記
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ま
た
『
公
羊
伝
』
と
同
様
、
『
漢
書
』
蕗
文
志

に
も
作
者
に
つ
い
て
は
「
穀
梁
子
魯
人
」
と
記
す
る
の
み
で
あ
っ
た
。
し
た
が

っ
て
『
穀
梁
伝
』
の
場
合
も
、
作
者
と
作
成
年
代
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ

て
他
の
文
献
に
そ
の
手
が
か
り
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
ず
作
者
に
つ
い
て
記
録
す
る
文
献
を
左
に
引
用
し
て
み
よ
う
。
た
だ
し

『
史
記
』
・
『
漢
書
』
の
儒
林
伝
に
つ
い
て
は
後
で
取
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

●

穀
梁
倣
伝
春
秋
十
五
巻
　
周
・
戸
佼
『
戸
子
』
(
『
元
和
姓
碁
』
所
引
)

●

魯
穀
梁
赤
為
春
秋
　
　
　
後
漠
・
桓
謂
『
新
論
』

(
『
経
典
釈
文
』
・
『
太
平
御
覧
』
所
引
)

●

公
羊
高
穀
梁
定
朝
母
氏
皆
伝
春
秋
　
後
漠
・
王
充
『
論
衡
』

●

穀
梁
赤
、
子
夏
弟
子
、
魯
人
　
　
後
漠
・
応
勒
『
風
俗
通
』

●

穀
梁
子
、
名
淑
、
字
元
始

●

穀
梁
、
名
赤
、
魯
人

●

穀
梁
子
、
名
書

野
間
　
文
史

〓
痙
典
釈
文
』
・
陸
拝
r
春
秋
纂
例
』
所
引
)

梁
・
阪
孝
緒
『
七
録
』
(
『
経
典
釈
文
】
所
引
)

唐
・
陸
徳
明
『
経
典
釈
文
』

唐
・
顔
師
古
『
漢
書
』
注

、
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以
上
の
諸
文
献
は
、
一
応
そ
の
著
作
時
代
順
に
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
で
見
る
と
「
重
文
志
」
の
い
う
「
穀
梁
子
」
の
名
は
「
椒
」
・
「
淑
」
・

「
赤
」
・
「
庶
」
・
「
喜
」
と
い
う
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
有
っ
て
、
一
定
し
て
い
な

よ
h
ノ
し
く
ん

い
こ
と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
唐
の
楊
士
朗
は
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
か
の
よ
う
に

穀
梁
子
、
名
は
倣
、
字
は
元
始
。
魯
人
。
一
名
赤
な
り
。
経
を
子
夏
よ

り
受
け
、
経
の
為
に
伝
を
作
る
。
故
に
穀
梁
伝
と
日
ふ
。
穀
梁
は
孫
卿
に

伝
へ
、
孫
卿
は
魯
人
申
公
に
伝
へ
、
申
公
は
博
士
江
公
に
伝
ふ
。
其
の
後
、

魯
人
栄
広
穀
梁
を
善
く
す
。
又
た
察
千
秋
に
伝
ふ
(
「
穀
梁
伝
琉
し
こ
。

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
楊
氏
は
「
穀
染
子
」
を
孔
子
直
弟
子
の
子
夏
の
弟
子
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に
当
た
る
と
見
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
先
に
引
用
し
た
応

曲
『
風
俗
通
』
の
説
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
「
穀
梁
子
」
の
時
代
に
つ
い
て
も
、
以
下
に
挙
げ
る
文
献
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
実
に
様
々
で
あ
る
。

左
氏
世
に
伝
は
り
て
後
百
年
、
魯
の
穀
梁
赤
春
秋
を
為
る
。

後
漠
・
桓
譚
『
新
論
』
(
r
経
典
釈
文
T
 
r
太
平
御
覧
し
所
軋
)

穀
梁
は
孔
子
に
近
し
。

後
漠
・
鄭
玄
『
釈
廃
疾
』
(
r
礼
記
』
王
制
正
義
所
引
)

穀
梁
は
秦
の
孝
公
と
同
時
な
り
。

洩
・
喪
倍
『
穀
梁
伝
注
』
(
「
経
典
釈
文
』
所
引
)

先
ず
い
ち
ば
ん
古
い
の
が
鄭
玄
の
い
う
孔
子
に
近
い
時
代
、
反
対
に
い
ち
ば

ぴ
し
ん

ん
新
し
い
時
代
の
人
物
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
が
重
信
の
説
(
秦
孝
公
の
在

か
ん
た
ん

位
は
U
の
芦
C
・
I
U
U
芦
C
・
)
　
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
桓
評
は
そ
の
中
間
と
い
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
前
掲
の
楊
士
助
の
「
子
夏
弟
子
」
説
は
桓

辞
よ
り
は
や
や
早
い
時
代
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
文
献
の
ほ
と
ん
ど
が
後
漠
時
代
以
降
に
成
立
し
た

し
し

も
の
で
あ
り
、
唯
一
先
秦
の
も
の
と
い
わ
れ
る
『
戸
子
』
も
、
唐
の

げ
ん
な
せ
い
さ
ん

『
元
和
姓
纂
』
に
引
用
さ
れ
た
侠
文
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
史
料
的
価
値
に
は

い
さ
さ
か
問
題
が
有
る
。
つ
ま
り
い
ず
れ
も
そ
の
主
張
に
確
た
る
根
拠
が
あ
っ

た
と
は
思
え
な
い
も
の
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
楊
士
朗

の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
春
秋
末
期
の
子
夏
か
ら
戦
国
末
期
の
筍
子
に
至
る

ま
で
に
は
約
二
百
年
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
間
に
「
穀
梁
子
」
一
人
が
い
る

の
み
で
あ
る
か
ら
、
時
間
の
上
で
の
無
理
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
作
者
「
穀
梁
子
」
　
の
名
前
と
そ
の
時
代
と
は
、

依
然
と
し
て
不
明
と
す
る
の
が
最
も
無
難
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

漢
書
儒
林
伝
　
　
そ
れ
で
は
『
史
記
』
・
『
漢
書
』
の
儒
林
伝
と
い
っ
た
由

緒
正
し
い
文
献
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
記

述
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
『
史
記
』
が
『
穀
梁
伝
』
に
言
及
す
る
の
は
、

第
三
章
に
引
用
し
た
童
仲
醇
・
胡
母
生
の
記
事
に
続
く
次
の
一
句
が
有
る
ば
か

か
書
h
ノ

り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
暇
丘
の
江
生
、
穀
梁
春
秋
を
削
む
(
射
る
?
)
」
と

い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
『
史
記
』
傭
林
伝
の
文
章
で
は
こ
の
一
句
の

後
に
、
再
び
公
羊
学
に
つ
い
て
の
記
述
が
続
き
、
董
仲
醇
の
弟
子
へ
と
話
題
が

展
開
し
て
い
く
の
で
、
い
さ
さ
か
唐
突
の
感
じ
が
し
な
い
で
も
な
い
。
そ
の
た

め
、
『
穀
梁
伝
』
に
普
及
す
る
こ
の
一
句
は
後
世
の
蛮
人
で
は
な
い
か
と
疑
う

学
者
さ
え
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
『
漢
書
』
儒
林
伝
に
な
る
と
、
『
穀
梁
伝
』
に
関
す
る
記
事
は
か

な
り
詳
細
と
な
っ
て
く
る
。
長
文
で
あ
る
の
で
、
適
宜
分
節
し
て
解
説
し
て
み

よ
う
。

111

暇
丘
の
江
公
は
『
穀
梁
春
秋
』
お
よ
び
『
詩
』
を
魯
の
申
公
か
ら
受
け
、

こ
れ
を
子
に
伝
え
、
孫
に
至
っ
て
博
士
と
な
っ
た
。

武
帝
の
と
き
、
江
公
と
董
仲
野
と
が
並
び
立
っ
た
。
仲
野
は
五
経
に
通

じ
て
、
目
論
を
堅
持
す
る
こ
と
が
で
き
、
善
く
文
章
を
つ
づ
っ
た
。
(
こ

れ
に
対
し
て
)
江
公
は
口
が
ど
も
り
、
主
上
が
仲
好
と
議
論
さ
せ
た
と
こ

ろ
、
仲
静
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
そ
し
て
魚
相
の
公
孫
弘
は
も
と
も
と
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『
公
羊
』
の
学
を
学
ん
だ
が
、
二
人
の
議
論
を
集
め
比
べ
て
、
つ
い
に
蓋

.
生
を
用
い
た
。
そ
の
た
め
主
上
は
『
公
羊
』
家
を
尊
重
し
、
太
子
に
詔
し

て
『
公
羊
春
秋
』
を
受
け
さ
せ
、
こ
れ
よ
り
『
公
羊
』
の
学
が
す
こ
ぶ
る

盛
ん
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
(
と
こ
ろ
が
)
太
子
は
『
公
羊
』
に
通
じ
た

後
、
ま
た
ひ
そ
か
に
『
穀
梁
伝
』
を
問
う
て
こ
れ
に
も
通
じ
た
。

さ
て
『
史
記
』
で
は
「
暇
丘
の
江
生
、
穀
梁
春
秋
を
為
む
」
と
だ
け
書
か
れ

て
い
た
記
事
が
、
こ
の
『
漢
書
』
に
お
い
て
は
、
先
ず
冒
頭
で
江
公
が
『
穀
梁

伝
』
を
魯
詩
学
者
と
し
て
名
高
い
申
公
か
ら
受
け
た
こ
と
を
説
明
し
、
後
世
、

江
公
の
孫
の
代
に
博
士
と
な
っ
た
こ
と
を
予
め
述
べ
る
。
そ
し
て
江
公
は
董
仲

好
と
同
時
代
人
で
あ
っ
た
が
、
江
公
が
訊
弁
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
丞
相
の
公

孫
弘
が
董
仲
野
の
説
を
支
持
し
た
た
め
、
『
穀
梁
伝
』
が
振
る
わ
な
く
な
っ
た

と
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
武
帝
は
太
子
に
『
公
羊
伝
』
を
受
け
さ
せ
た
が
、

後
に
太
子
は
ひ
そ
か
に
.
『
穀
梁
伝
』
に
も
通
じ
た
と
い
う
。
こ
の
最
後
の
一
句

は
後
に
述
べ
る
宣
帝
と
『
穀
梁
伝
』
と
の
結
び
つ
き
へ
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
儀
し
だ
い
に
衰
え
て
、
た
だ
魯
の
栄
広
王
孫
・
略
星
公
の
二
人
だ

け
が
こ
れ
を
受
け
た
。
栄
広
は
こ
と
ご
と
く
そ
の
『
詩
』
と
『
春
秋
』
を

伝
え
る
こ
と
が
で
き
、
異
才
が
あ
り
俊
敏
で
、
『
公
羊
』
学
の
大
師
で
あ

す
い
も
'

る
睦
孟
ら
と
議
論
し
て
、
し
ば
し
ば
こ
れ
を
苦
し
め
た
た
め
、
学
を
好
む

者
は
ま
た
す
こ
ぶ
る
『
穀
梁
春
秋
』
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
挿
郡
の
祭
千

秋
少
君
、
梁
国
の
周
慶
幼
君
・
丁
姓
子
孫
ら
は
い
ず
れ
も
栄
広
に
従
っ
て

受
け
た
。
千
秋
は
ま
た
略
畢
公
に
も
師
事
し
、
も
っ
と
も
篤
学
で
あ
っ
た
。

こ
の
一
節
で
は
暇
丘
江
公
か
ら
『
穀
梁
伝
』
を
受
け
継
い
だ
二
人
の
学
者
、

栄
広
王
孫
・
略
星
公
、
さ
ら
に
こ
の
二
人
か
ら
伝
授
さ
れ
た
三
人
の
学
者
、
察

千
秋
・
周
慶
・
丁
姓
と
い
っ
た
穀
梁
学
者
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
こ

れ
ら
の
う
ち
察
千
秋
が
最
も
抜
き
ん
出
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
ま
で
は
以
下
に

続
く
文
章
の
い
わ
ば
枕
に
当
た
る
部
分
で
あ
る
。

宣
帝
が
即
位
し
て
、
(
祖
父
に
当
た
る
)
　
衛
太
子
が
『
穀
梁
春
秋
』
を

好
ん
だ
こ
と
を
開
い
た
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
桑
相
の
毒
賢
・
長
信
少
府

の
夏
侯
勝
お
よ
び
侍
中
の
楽
陵
侯
史
高
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
こ
の
人
た
ち

は
み
な
魯
の
人
で
あ
っ
た
の
で
、
穀
染
子
の
学
が
も
と
も
と
魯
の
学
で
あ

り
、
(
こ
れ
に
対
し
て
)
　
公
羊
氏
は
斉
の
学
で
あ
る
か
ら
、
『
穀
梁
』
　
の

学
を
振
興
す
べ
き
で
あ
る
と
言
上
し
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
察
千
秋
は
郎

で
あ
っ
た
が
、
召
見
さ
れ
て
『
公
羊
』
家
と
並
ん
で
説
い
た
と
こ
ろ
、
主

上
は
『
穀
梁
』
説
を
善
し
と
し
、
葉
千
秋
を
抜
擢
し
て
諌
大
夫
給
事
中
と

し
た
。
(
と
こ
ろ
が
)
後
に
過
失
が
あ
っ
て
平
陵
の
令
に
左
遷
さ
れ
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
た
め
再
び
よ
く
『
穀
梁
』
に
通
じ
た
者
を
求
め
た
が
、
千

秋
に
及
ぶ
も
の
は
い
な
か
っ
た
。
主
上
は
そ
の
学
が
絶
え
る
の
で
は
な
い

か
と
憂
え
、
そ
こ
で
千
秋
を
郎
中
戸
将
と
し
、
郎
十
人
を
選
ん
で
、
千
秋

に
就
い
て
そ
の
学
を
受
け
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

時
代
が
下
り
宣
帝
(
↓
声
C
.
-
畠
B
.
C
.
在
位
)
　
が
即
位
す
る
と
、
『
穀
梁
伝
』

を
振
興
す
べ
L
と
い
う
桑
相
の
卑
賢
を
は
じ
め
と
す
る
魯
学
者
の
進
言
を
容
れ
、

郎
　
〔
郎
中
令
の
属
官
の
ひ
と
つ
。
蕗
郎
・
中
郎
・
侍
郎
が
有
り
、
定
員
に
制
限
は
な
か

っ
た
〕
十
人
を
選
ん
で
察
千
秋
に
つ
い
て
こ
れ
を
受
け
さ
せ
た
。
宣
帝
が
『
穀
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梁
伝
』
を
評
価
し
た
理
由
は
、
先
ず
祖
父
に
当
た
る
衛
太
子
〔
武
帝
の
子
で
あ

り
・
衛
皇
后
の
生
ん
だ
太
子
の
意
。
謀
路
に
よ
り
謀
反
人
と
見
な
さ
れ
て
自
殺
し
た
た
め
、

h
い
た
い
し

戻
太
子
と
詮
さ
れ
た
〕
が
こ
れ
を
好
ん
だ
こ
と
と
、
『
穀
梁
伝
』
が
魯
学
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
と
い
う
。

い
ん
こ
こ
'
し

汝
南
郡
の
声
更
始
翁
君
は
も
と
も
と
自
ら
千
秋
に
師
事
し
、
よ
く
説
く

こ
と
が
で
き
た
。
た
ま
た
ま
千
秋
が
病
死
し
た
の
で
、
江
公
の
孫
を
徴
し

て
博
士
と
し
た
。
劉
向
は
も
と
の
諌
大
夫
で
あ
り
、
通
達
の
士
で
あ
っ
た

の
で
、
待
詔
〔
詔
り
の
下
る
の
を
待
つ
〕
の
間
に
『
穀
梁
』
を
受
け
さ
せ
、

劉
向
に
江
公
の
孫
を
助
け
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
江
博

士
も
ま
た
死
ん
だ
の
で
、
そ
こ
で
周
慶
と
丁
姓
を
徴
し
て
保
宮
で
詔
り
の

下
る
の
を
待
た
せ
、
郎
十
人
の
伝
授
を
終
え
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。
元
康

年
間
に
始
め
て
請
じ
て
か
ら
甘
露
元
年
に
至
る
ま
で
、
十
余
年
の
歳
月
を

積
ん
で
、
全
員
が
明
確
に
習
得
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
察
千
秋
が
没
し
た
た
め
、
江
公
の
孫
を
博
士
に
迎
え
た
。
当
時
、

『
穀
梁
伝
』
に
精
通
し
て
い
た
学
者
に
は
、
察
千
秋
の
弟
子
の
努
更
始
、
帝
に

そ
の
習
得
を
命
じ
ら
れ
た
劉
向
、
さ
ら
に
既
述
の
周
慶
・
丁
姓
等
が
お
り
、
彼

ら
の
手
に
よ
っ
て
郎
十
人
は
元
康
年
間
(
の
芦
C
・
-
①
芦
C
・
)
か
ら
甘
露
元
年

(
誓
岩
.
C
.
)
に
至
る
十
年
間
で
『
穀
梁
伝
』
を
明
確
に
習
得
し
た
の
で
あ
っ
た
。

た

い

ふ

　

し

ょ

,

ぼ

'

し

そ
こ
で
五
経
の
名
傍
や
太
子
太
博
の
斎
望
之
ら
を
召
し
、
殿
中
で
大

い
に
議
論
を
さ
せ
た
。
『
公
羊
伝
』
と
『
穀
梁
伝
』
の
異
同
を
平
明
に
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
経
文
を
も
っ
て
是
非
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き

げ

ん

ほ

.

ノ

そ

　

　

　

し

ん

ば

ん

『
公
羊
』
で
は
博
士
の
厳
彰
祖
、
侍
郎
の
申
挽
・
伊
推
・
宋
顕
が
、
『
穀

梁
』
で
は
議
郎
の
ヂ
更
始
、
待
詔
の
劉
向
・
周
慶
・
丁
姓
が
相
並
ん
で
議

論
し
た
。
『
公
羊
』
家
は
そ
の
説
の
従
わ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
た
め
、
侍

郎
の
許
広
を
参
加
さ
せ
た
い
と
請
い
願
い
、
立
会
い
の
使
者
の
方
で
も
ま

た
『
穀
梁
』
家
で
あ
る
中
郎
の
王
亥
を
参
加
さ
せ
、
双
方
お
の
お
の
五
人

あ
て
と
し
、
三
十
余
の
事
項
を
議
論
し
た
。
望
之
ら
十
一
人
は
そ
れ
ぞ
れ

経
義
を
も
っ
て
対
決
し
た
が
、
そ
の
多
く
を
『
穀
梁
伝
』
に
従
っ
た
。
そ

れ
以
来
、
『
穀
梁
』
の
学
は
大
い
に
盛
ん
と
な
り
、
周
慶
と
丁
姓
は
い
ず

れ
も
博
士
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
宣
帝
の
甘
露
三
年
、
帝
は
詔
し
て
石
奨
闇
に
諸
億
を
集
め
、
五
経
の

異
同
を
詳
論
さ
せ
た
。
こ
れ
が
後
世
に
r
石
渠
関
論
議
」
の
名
で
呼
ば
れ
る
学

術
会
議
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
学
術
会
議
に
穀
梁
学
者
と
し
て
出
席
し
、
公
羊

学
者
に
相
対
し
た
の
は
、
劉
向
・
周
慶
・
丁
姓
・
努
更
始
、
さ
ら
に
王
亥
で
あ

っ
た
。
そ
の
結
果
は
穀
梁
学
の
勝
利
で
あ
っ
た
と
い
う
。

穀
梁
伝
の
公
認
　
以
上
の
『
漢
書
』
儒
林
伝
の
記
事
に
見
え
る
穀
梁
学
者
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の
師
承
関
係
を
系
譜
化
し
て
み
る
と
右
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
〔
①
〕
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
『
史
記
』
で
は
い
ま
だ
申
公
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
暇
丘
江
公
が
、
『
漢
書
』
に
お
い
て
は
そ
の
師
承
関
係
が
明
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
『
漢
書
』

つ

儒
林
伝
の
申
公
の
条
が
、
「
申
公
卒
ひ
に
詩
・
春
秋
(
た
だ
し
穀
梁
と
は
言
っ
て

い
な
い
)
　
を
以
て
授
く
。
而
し
て
暇
丘
江
公
は
尽
く
能
く
之
れ
を
伝
へ
、
徒
衆

最
も
盛
ん
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
に
先
立
つ
『
史
記
』
儒

林
申
公
伝
で
は
、
『
穀
梁
伝
』
は
も
ち
ろ
ん
『
春
秋
』
に
つ
い
て
も
普
及
し
て

い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
史
記
』
で
は
申
公
は
『
春
秋
』
と
は
無
関
係
で

あ
り
、
し
か
も
暇
丘
江
公
と
の
師
承
関
係
さ
え
無
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考

え
る
と
、
『
穀
梁
伝
』
の
作
成
は
暇
丘
江
公
以
前
に
は
遡
り
得
な
い
の
で
は
な

い
か
と
も
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
い
う
な
ら
ば
、
『
穀
梁
伝
』
が
今
日
見
ら
れ
る
よ
う
な
体
裁

を
備
え
た
の
は
「
石
渠
閣
論
議
」
　
の
直
前
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
仮
説
を

立
て
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
『
漢
書
』
儒
林
伝
で
挙
げ
ら

れ
た
穀
染
学
者
の
多
く
は
、
実
は
こ
の
一
段
に
そ
の
名
が
見
え
る
だ
け
で
あ
り
、

『
漢
書
』
中
、
こ
の
一
段
以
外
の
文
章
で
『
穀
梁
伝
』
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
説

明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
劉
向
と
ダ
更
始
の
.
み
で
あ
る
。
し
か
も
両
者
と
も
に

「
石
渠
閣
論
議
」
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。

い
っ
た
い
『
漢
書
』
儒
林
伝
の
『
穀
梁
伝
』
に
関
す
る
こ
の
一
段
の
構
成
上

の
力
点
は
、
宣
帝
が
即
位
し
て
『
穀
梁
伝
』
を
顕
彰
し
よ
う
と
し
た
事
情
の
説

明
に
在
る
。
つ
ま
年
「
石
渠
閣
論
議
」
　
(
こ
れ
ま
た
宣
帝
の
意
図
に
よ
る
も
れ
で

あ
っ
た
が
)
　
に
参
加
し
た
公
羊
学
者
と
穀
梁
学
者
の
名
を
列
挙
し
た
う
え
で
、

こ
の
論
争
で
穀
梁
学
が
勝
利
を
得
た
結
果
、
『
穀
梁
伝
』
が
学
官
に
立
て
ら
れ

て
国
家
公
認
の
学
と
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
の
が
そ
の
主
旨
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
現
実
に
『
穀
梁
伝
』
が
世
に
現
れ
る
の
は
こ
の
　
「
石
渠
閣
論
争
」
を

契
機
と
し
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
前
章
の
終
り
で

述
べ
た
『
公
羊
伝
』
の
場
合
と
同
様
、
『
穀
染
伝
』
も
ま
た
国
家
に
公
認
さ
れ

た
時
期
こ
そ
が
そ
の
書
の
成
立
年
代
で
あ
る
と
見
な
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
多
分
に
『
公
羊
伝
』
に
対
抗
す
る
意
図
を
も
っ
て
作
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
後
に
『
穀
梁
伝
』
し
の
内
容
を
検
討
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
も
再
確
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

穀
梁
伝
の
累
屠
性
　
　
さ
て
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
『
穀
梁
伝
』
の
成

立
時
期
が
　
「
石
渠
閣
論
議
」
　
の
直
前
に
あ
る
と
見
な

す
と
し
て
も
、
筆
者
は
も
ち
ろ
ん
『
穀
梁
伝
』
の
全
文
が
こ
の
時
期
に
一
時
に

作
成
さ
れ
た
と
主
張
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
た
『
公
羊
伝
』
と

同
様
、
伝
文
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
累
層
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

は
、
『
穀
梁
伝
』
の
文
章
が
複
数
の
史
料
か
ら
成
乃
立
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

了
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
『
穀
染
伝
』
に
も
『
公
羊
伝
』
の
　
「
経
師
」
　
に
相
当
す
る
人
物
の

名
が
見
え
て
い
る
。

隠
0
5
　
「
初
飲
六
羽
(
初
め
て
六
羽
を
献
ず
)
」

●

●

●

「
初
」
と
は
始
の
意
味
で
あ
る
。
穀
梁
子
が
い
う
、
「
夏
(
の
舞
い
)

を
舞
う
場
合
に
、
天
子
は
八
伶
(
八
列
)
、
諸
公
は
六
仲
、
諸
侯
は
四
作

で
あ
る
。
『
初
め
て
六
羽
を
献
ず
』
と
は
、
始
め
て
楽
を
僻
し
た
と
い
う
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●
●

こ
と
で
あ
る
。
〔
つ
ま
り
魯
が
諸
侯
の
分
際
で
六
伐
を
用
い
た
〕
」
と
。
戸
子

が
い
う
、
「
夏
を
舞
う
場
合
、
(
当
時
)
　
天
子
か
ら
諸
侯
ま
で
皆
な
八
作

を
用
い
て
い
た
。
『
初
め
て
六
羽
を
献
ず
』
と
は
、
始
め
て
楽
を
減
ら
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
。
(
初
、
始
也
。
穀
梁
子
日
、
舞
夏
、
天
子
八
作
、

諸
公
六
作
、
諸
侯
四
仲
。
初
飲
六
羽
、
始
僻
無
臭
。
戸
子
日
、
舞
夏
、
自
天
子
至

諸
侯
皆
用
八
作
。
初
飲
六
羽
、
始
席
無
臭
)

こ
こ
に
い
う
「
穀
梁
子
」
・
「
戸
子
」
は
『
穀
梁
伝
』
の
経
師
か
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
こ
の
　
「
穀
梁
子
」
　
こ
そ
が
『
穀
梁
伝
』
の
書
名
の
由
来
す
る
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
れ
は
こ
こ
に
一
見
す
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
後
者
の

し
こ
〓
'

「
戸
子
」
が
戦
国
時
代
の
諸
子
で
、
商
敬
の
師
と
い
わ
れ
る
「
戸
佼
」
　
で
あ
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
穿
聖
は
こ
こ
で
は
措
く
こ
と
と
す
る
が
、
「
戸
子
」
は

も
う
一
例
、
桓
公
九
年
に
も
見
え
て
い
る
。

さ
ら
に
こ
の
ほ
か
の
経
師
と
し
て
は
「
公
子
啓
j
。
(
債
公
二
十
八
年
)
,

「
沈
子
」
　
(
定
公
元
年
)
　
の
名
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
「
沈

子
」
　
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
『
公
羊
伝
』
の
同
じ
定
公
元
年
の
条
に
「
子
沈

子
」
と
し
て
見
え
る
人
物
と
同
一
人
の
可
能
性
が
高
い
。
原
文
の
み
で
あ
る
が
、

両
伝
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

[
穀
梁
〕
務
然
後
即
位
也
。
定
無
正
。
見
無
以
正
也
。
瑜
年
不
言
即
位
、

是
有
故
公
也
。
…
…

契
亥
、
公
之
喪
至
自
乾
侯
。
何
烏
戊
辰
之
自
然
後
即
位
也
。

正
君
乎
國
然
後
即
位
也
。

沈
子
日
、
「
瓜
相
羽
耐
咄
剖
醐
1
痢
観
相
倒
嘲
」
。
内
之
大
事
、

日
。
即
位
、
君
之
大
事
也
。
…
…

こ
の
こ
と
は
『
穀
梁
伝
』
が
『
公
羊
伝
』
と
共
通
の
基
盤
に
立
っ
て
い
る
こ

と
を
示
す
で
あ
ろ
う
〔
②
〕
。

真
一
伝
日
と
は
何
か
　
　
ま
た
こ
の
他
に
も
、
『
穀
梁
伝
』
に
は
「
伝
日
」

(
十
例
)
　
と
か
　
「
或
日
」
　
(
十
七
例
)
と
か
い
っ
た

表
現
で
異
説
を
付
記
し
て
い
る
こ
と
が
有
る
。
こ
れ
ら
が
『
穀
梁
伝
』
の
累
層

性
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
右
の
　
「
経
師
」
　
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
が
、
同
時
に

こ
れ
ら
は
ま
た
『
穀
梁
伝
』
以
前
の
『
春
秋
』
伝
の
存
在
を
我
々
に
予
想
さ
せ

る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
ら
「
伝
日
」
・
「
或
日
」

の
中
に
ほ
ぼ
確
実
に
『
公
羊
伝
』
を
指
す
も
の
が
有
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

115

夏
、
六
月
、
発
亥
、
公
之
喪
至
自
乾
侯
。
戊
辰
、
公
即
位

[
公
羊
]
奨
亥
、
公
之
喪
至
自
乾
侯
、
則
石
島
以
戊
辰
之
自
然
後
即
位
。

正
棺
於
両
地
之
間
、
然
後
即
位
。

手
際
千
日
、
「
感
画
困
倒
矧
叫
l
叫
」
。
即
位
不
日
。
此
何
以

日
、
録
平
内
也
。

文
1
2
　
「
二
月
、
庚
子
、
子
叔
姫
卒
」

こ
こ
に
「
子
叔
姫
」
と
い
う
の
は
、
貴
い
か
ら
で
あ
る
。
公
の
同
母
姉

●

●

●

妹
で
あ
る
。
一
の
伝
に
い
う
、
「
許
嫁
〔
い
い
な
づ
け
〕
　
し
て
い
た
か
ら

卒
を
い
っ
た
の
で
あ
る
」
と
。
男
子
は
二
十
で
冠
を
つ
け
、
冠
を
つ
け
て

丈
夫
の
列
に
加
わ
り
、
三
十
で
要
る
。
女
子
は
十
五
で
許
嫁
し
、
二
十
で
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●

●

●

嫁
ぐ
。
(
其
日
子
叔
姫
、
貴
也
。
公
之
母
姉
妹
也
。
其
一
倍
日
、
許
嫁
以
卒
之
也
。

男
子
二
十
而
冠
。
冠
而
列
丈
夫
。
三
十
而
嬰
。
女
子
十
五
両
許
嫁
。
二
十
而
嫁
)

と
い
う
伝
文
に
見
え
る
「
其
一
伝
巳
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
『
春
秋
』
で
は
魯
国

の
内
女
の
死
亡
記
事
は
原
則
と
し
て
記
載
し
な
い
の
に
、
こ
こ
に
「
子
叔
姫
」

の
「
卒
」
の
記
事
が
有
る
こ
と
に
つ
い
て
、
『
穀
梁
伝
』
で
は
「
其
一
伝
」
の

「
許
嫁
の
ま
ま
で
死
亡
し
た
た
め
記
録
し
た
も
の
だ
」
と
す
る
説
を
引
用
す
る
。

し
か
し
こ
れ
が
同
年
の
『
公
羊
伝
』
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。

以
下
は
そ
の
『
公
羊
伝
』
の
全
文
で
あ
る
。

ま
だ
嫁
い
で
い
な
い
公
女
で
あ
る
の
に
、
な
に
ゆ
え
「
卒
」
を
書
く
の

か
。
す
で
に
許
嫁
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
(
礼
制
で
は
)
婦
人
は
許
嫁

け
い

さ
れ
る
と
、
字
を
つ
け
算
〔
か
ん
ざ
し
〕
を
つ
け
る
。
(
許
嫁
の
ま
ま
で
)

死
去
し
た
場
合
は
成
人
の
喪
礼
で
葬
る
。
こ
こ
に
「
子
」
を
い
う
の
は
な

ぜ
か
。
貴
い
か
ら
で
あ
る
。
貴
ぶ
べ
き
理
由
ま
如
何
。
公
の
母
弟
〔
同
母

姉
妹
〕
だ
か
ら
で
あ
る
。
(
此
未
通
人
、
何
以
卒
、
許
嫁
兵
。
婦
人
許
嫁
、
字

而
奔
之
。
死
則
以
成
人
之
喪
治
之
。
其
稲
子
何
、
貴
也
。
其
貴
奈
何
、
母
弟
也
)

と
こ
ろ
で
『
公
羊
伝
』
に
は
、
こ
の
文
公
十
二
年
と
ほ
ぼ
同
一
の
伝
文
が
、

実
は
す
で
に
倍
公
九
年
の
条
に
も
見
え
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
同
年
の
『
穀
梁

伝
』
も
引
用
し
て
み
よ
う
。
比
較
の
便
の
た
め
に
原
文
の
み
を
挙
げ
た
。

倍
0
9
「
秋
、
七
月
、
乙
酉
、
伯
姫
卒
」

[
公
羊
]
此
未
通
人
。
何
以
卒
、
許
嫁
臭
。
婦
人
許
嫁
、
字
而
算
之
。

死
別
以
成
人
之
喪
治
之
。

[
穀
梁
]
内
女
也
。
未
通
人
不
卒
。
此
何
以
卒
也
。
許
嫁
、
算
而
字
之
。

死
別
以
成
人
之
喪
治
之
。

一

こ
れ
を
見
比
べ
る
と
両
伝
文
の
内
容
が
ほ
と
ん
ど
同
一
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
こ
の
こ
と
は
『
公
羊
』
・
『
穀
梁
』
が
同
一
の
基
盤
に
立
っ
て
い
る
こ
と

を
意
味
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
『
穀
梁
伝
』
が
『
公
羊
伝
』
を
襲
っ
て

い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
『
穀
梁
伝
』
自
身
が
倍

公
九
年
で
す
で
に
「
許
嫁
さ
れ
た
内
女
の
卒
は
記
載
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
文
公
十
二
年
で
は
わ
ざ
わ
ざ
「
其
一
伝
」
を
引
く
必
要
は
無
い
は
ず

で
あ
る
。
お
そ
ら
く
文
公
十
二
年
の
『
穀
梁
伝
』
が
同
年
の
『
公
羊
伝
』
の
文

章
に
そ
の
ま
ま
引
き
ず
ら
れ
た
格
好
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

穀
梁
伝
の
晩
成
上
　
『
穀
梁
伝
』
が
『
公
羊
伝
』
を
引
用
し
た
と
思
わ
れ
る

例
を
も
う
一
例
挙
げ
よ
う
。
荘
公
二
年
の
条
で
あ
る
。
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荘
0
2
　
「
夏
、
公
子
慶
父
帥
師
伐
於
飴
丘
　
(
公
子
厳
父
、
師
を
帥
ゐ
て
於
飴
丘
を

伐
つ
)
　
」

国
の
場
合
に
「
伐
」
と
い
う
。
「
於
飴
丘
」
は
部
の
邑
で
あ
る
。
こ
こ

に
「
伐
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
「
公
子
」
は
貴
く
、
「
師
」
は
重
い
の

に
、
し
か
も
他
国
の
邑
を
相
手
に
し
た
。
公
子
を
ば
痛
ま
し
め
た
の
で
あ

●
●

る
。
公
子
を
痛
ま
し
め
る
の
は
公
を
誇
る
た
め
で
あ
る
。
一
説
に
い
う
、

「
郭
の
君
が
こ
こ
に
い
た
か
ら
、
重
ん
じ
た
の
で
あ
る
」
と
。
(
國
両
日

伐
。
於
絵
丘
、
和
之
邑
也
。
其
日
伐
何
也
。
公
子
貴
臭
。
師
宣
臭
。
而
敵
人
之
邑
。



第五章　穀梁伝の成立とその伝文構造(野間)

●
●

公
子
病
夫
。
病
公
子
所
以
譲
乎
公
也
。
其
一
日
、
君
在
而
重
之
也
)

こ
れ
に
よ
る
と
、
本
来
「
国
」
に
し
か
使
用
し
な
い
　
「
伐
」
と
い
う
表
現
を

「
邑
」
に
用
い
た
理
由
を
、
『
穀
梁
伝
』
は
先
ず
公
子
慶
父
を
痛
ま
し
め
る
、

つ
ま
り
非
難
す
る
た
め
だ
と
い
う
解
釈
を
し
た
後
に
、
一
説
と
し
て
こ
の

「
邑
」
に
部
の
国
君
が
い
た
か
ら
だ
と
す
る
説
を
並
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ

●

こ
に
い
う
「
其
一
日
」
　
は
お
そ
ら
く
先
の
例
と
同
じ
く
「
其
一
伝
日
」
と
な
る

は
ず
の
誤
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
が
ま
た
同
年
の
『
公
羊
伝
』
を
指

す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
於
餞
丘
」
と
は
何
か
。
和
事
の
邑
で
あ
る
。
ビ
デ
し
て
細
事
に
繋
け

(
て
細
婁
の
於
鈴
丘
と
い
わ
)
な
い
の
か
。
こ
れ
を
国
の
扱
い
に
し
た
の
で

あ
る
。
ど
う
し
て
こ
れ
を
国
の
扱
い
に
し
た
の
か
。
国
君
が
こ
こ
に
い
た

か
ら
で
あ
る
。
　
(
於
絵
丘
者
何
、
細
事
之
邑
也
。
昂
烏
不
繋
平
和
婁
、
國
之
也
。

昂
鰯
國
之
、
君
存
駕
爾
)

と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
他
に
も
、
『
穀
梁
伝
』
中
に
は
明
ら
か
に
『
公
羊
伝
』
を
踏
ま
え

た
と
思
わ
れ
る
伝
文
が
多
数
例
見
出
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
文
章
を
仔
細
に
検
討

し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
伝
文
に
は
『
公
羊
伝
』
に
対
抗
す
る
意
図
を
も
っ
て

作
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
事

柄
に
つ
い
て
は
、
追
っ
て
順
次
詳
述
す
る
で
あ
ろ
う
。

穀
梁
伝
の
春
秋
釈
義
法
　
　
こ
の
よ
う
に
『
穀
梁
伝
』
が
『
公
羊
伝
』
を
先

行
文
献
と
し
て
意
識
し
っ
つ
作
成
さ
れ
た
『
春
秋
』
伝
で
あ
ろ
う
と
予
想
し
た

の
は
右
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
『
春
秋
』
釈
義
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
基
本

的
に
『
公
羊
伝
』
と
同
様
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
『
穀
梁
伝
』
は
第
二

の
『
公
羊
伝
』
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
『
公
羊
伝
』
の

場
合
と
比
較
対
照
し
て
み
よ
う
。

先
ず
『
公
羊
伝
』

い
て
の
『
穀
梁
伝
』

に
関
す
る
『
春
秋
』

に
お
い
て
も
例
と
し
て
挙
げ
た
魯
公
の
即
位
の
記
事
に
つ

の
解
釈
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

経
文
で
あ
る
。

以
下
は
三
た
び
魯
公
即
位

[　　　　[　　　　[　　　　[　　　　[　　　　[　　　　[　　　　[　　　　[　　　　[　　　　[

K J I H G F E D C B A
]　　　　]　　　　]　　　　]　　　　]　　　　]　　　　]　　　　]　　　　]　　　し_J　　　]

〈　　　(　　　　　(　　　　　(　　　　　(　　　　　(　　　　　(　　　　　(　　　　　(　　　′~ヽ　　　(

定　昭袈成宣　文借　間　荘桓隠
公　公　公　公　公　公　公　公　公　公　公
ヽ-′　　ヽ.ノ.　ヽ.ノ.　ヽ.′′　ヽ-′　　ヽ-′　ヽ.一′　ヽ-.′　ヽ-/　　　)　　　ヽ-ノ

元
年
、
春
、

元
年
、
春
、

元
年
、
春
、

元
年
、
春
、

元
年
、
春
、

元
年
、
春
、

元
年
、
春
、

元
年
、
春
、

元
年
、
春
、

元
年
、
春
、

元
年
、
夏
、

【
L
]
　
(
哀
公
)
　
元
年
、
春
、

王
正
月

王
正
月
、
公
即
位

王
正
月

王
正
月

王
正
月

王
正
月
、
公
即
位

王
正
月
、
公
即
位

王
正
月
、
公
即
位

王
正
月
、
公
即
位

王
正
月
、
公
即
位

六
月
、
契
亥
、
公
之
喪
至
自
乾
侯
。
戊
辰
、

公
即
位

王
正
月
、
公
即
位
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以
上
の
よ
う
に
隠
公
・
荘
公
・
閏
公
・
債
公
の
四
公
だ
け
に
即
位
の
記
事
が
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無
い
。
そ
し
て
『
穀
梁
伝
』
も
ま
た
『
公
羊
伝
』
と
同
様
に
、
こ
の
記
事
が
無

い
と
こ
ろ
に
　
「
春
秋
の
義
」
　
を
読
み
取
る
。
す
な
わ
ち
　
[
C
]
・
[
D
]
・

[
E
]
　
に
付
さ
れ
た
『
穀
梁
伝
』
　
(
c
・
d
・
e
)
　
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

[
C
]
　
耕
さ
れ
た
君
を
継
い
だ
場
合
に
　
「
即
位
」
を
い
わ
な
い
の
は
、
正

し
い
。
載
さ
れ
た
君
を
継
い
だ
場
合
に
「
即
位
」
を
い
わ
な
い
の
が
正
し

い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
先
君
が
ま
っ
と
う
な
死
に
方
を
し
な
か
っ
た

場
合
に
は
、
そ
の
子
弟
は
　
「
即
位
」
　
す
る
に
忍
び
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
総
裁
君
不
言
即
位
、
正
也
。
紐
拭
君
不
舌
即
位
之
鳥
正
何
也
。
日
、
先
君
不
以

其
道
終
、
則
子
不
忍
即
位
也
)

[
d
]
　
試
さ
れ
た
君
を
継
い
だ
場
合
に
　
「
即
位
」
を
い
わ
な
い
の
は
、
正

し
い
。
　
(
融
拭
君
不
音
即
位
、
正
也
)

[
e
]
、
試
さ
れ
た
君
を
継
い
だ
場
合
に
　
「
即
位
」
を
い
わ
な
い
の
は
、
正

し
い
。
(
総
拭
君
不
舌
即
位
、
正
也
)

耕
さ
れ
た
君
を
継
い
だ
場
合
に
「
即
位
」
　
を
い
わ
な
い
の
は
『
春
秋
』
の
記

録
の
仕
方
と
し
て
は
正
し
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
先
君
が
ま
っ
と
う
な
死

に
方
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
子
弟
は
「
即
位
」
す
る
に
忍
び
な
い
か

ら
で
あ
る
、
と
『
穀
梁
伝
』
は
い
う
。
表
現
に
若
干
の
違
い
が
有
る
も
の
の
、

『
公
羊
伝
』
と
ほ
ぼ
同
様
の
主
張
を
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
【
③
〕
。

そ
れ
な
ら
ば
恵
公
を
正
統
に
受
け
継
い
だ
隠
公
に
「
即
位
」
の
記
事
が
な
く
、

反
対
に
耕
さ
れ
た
隠
公
を
継
い
だ
桓
公
に
　
「
即
位
」
　
の
記
事
が
有
る
こ
と
に
つ

い
て
、
当
然
に
説
明
が
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
、
『
穀
梁
伝
』
　
(
a
・
b
)
　
は
そ

れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

[
a
]
　
…
…
隠
公
に
は
な
に
ゆ
え
「
即
位
」
を
い
わ
な
い
の
か
。
隠
公
の

意
志
を
成
就
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
点
で
成
就
さ
せ
た
の
か
。

隠
公
が
公
と
な
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
公
と
な

る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
桓
公
に
譲
位
し
よ
う
と

い
う
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
(
公
何
以
不
言
即
位
、
成
公
志
也
。

焉
成
之
、
舌
君
之
不
取
烏
公
也
。
君
之
不
取
鳥
公
何
也
。
烙
以
譲
恒
也
。
)

[
b
]
　
…
…
事
変
の
あ
っ
た
君
を
継
い
だ
場
合
に
「
即
位
」
を
い
わ
な
い

の
は
、
正
し
い
。
事
変
の
あ
っ
た
君
を
継
い
だ
場
合
に
「
即
位
」
を
い
わ

な
い
の
が
正
し
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
先
君
が
ま
っ
と
う
な
死
に
方

を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
子
弟
は
「
即
位
」
す
る
に
忍
び
な
い
か

-

ら
で
あ
る
。
事
変
の
あ
っ
た
君
を
継
い
だ
場
合
に
　
「
即
位
」
を
い
う
の
は
、

棋
君
に
関
与
し
た
か
ら
で
あ
る
。
事
変
の
あ
っ
た
君
を
継
い
だ
場
合
に

「
即
位
」
を
い
う
の
が
、
鵜
君
に
関
与
し
た
か
ら
だ
と
い
う
の
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。
つ
ま
り
、
先
君
が
ま
っ
と
う
な
死
に
方
を
し
な
か
っ
た
の
に
、

自
分
が
　
「
即
位
」
　
の
道
を
正
し
て
「
即
位
」
す
る
と
い
う
の
は
、
先
君
に

対
し
て
恩
愛
の
心
が
無
い
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
(
拙
故
不
言
即

位
、
正
也
。
紐
故
不
音
即
位
之
鳥
正
何
也
。
日
、
先
君
不
以
其
道
終
則
子
弟
不
忍

即
位
也
。
鑓
故
両
者
即
位
則
是
輿
開
平
拭
也
。
紐
故
而
舌
即
位
則
是
盛
典
開
平
拭

何
也
。
日
、
先
君
不
以
其
道
終
、
巳
正
即
位
之
道
而
即
位
、
是
無
恩
於
先
君
也
)
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こ
の
伝
文
に
よ
れ
ば
、
隠
公
に
は
桓
公
に
譲
位
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
あ
っ

た
た
め
　
「
即
位
」
　
の
記
事
を
書
か
ず
、
ま
た
桓
公
が
斌
君
に
関
与
し
た
こ
と
を

示
す
た
め
、
「
即
位
」
を
記
録
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
隠
公
が
桓
公
に
譲
位
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し
ょ
ぅ
と
し
た
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
『
穀
梁
伝
』
は
『
公
羊
伝
』
と
異

な
っ
た
見
解
を
示
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
『
春
秋
』
釈
義
の
方
法
と
い
う
点
に

つ
い
て
は
、
両
伝
と
も
に
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
先
の
『
公
羊
伝
』
の

場
合
と
比
較
し
て
み
る
と
容
易
に
了
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

「
継
就
君
不
言
即
位
正
也
」
と
い
う
原
則
(
義
例
)
を
立
て
、
こ
の
原
則
に
は

ず
れ
る
例
外
に
施
さ
れ
た
個
別
具
体
的
な
義
と
い
う
二
段
構
え
の
釈
義
の
方
法

で
あ
る
。

次
に
「
月
」
　
の
例
。
こ
れ
は
二
例
以
上
見
ら
れ
る
も
の
を
挙
げ
る
。

月
葬
、
敏
也
(
葬
に
月
を
い
う
の
は
事
故
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
)

雪
月
、
正
也
　
(
雪
に
月
を
い
う
の
は
正
し
い
)

最
後
に
　
「
時
」
　
の
例
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′

日
月
時
の
例
　
　
ま
た
『
穀
梁
伝
』
に
特
徴
的
な
解
釈
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

『
春
秋
』
経
文
に
干
支
で
記
録
さ
れ
た
「
日
」
付
け
、
そ

し
て
十
二
の
「
月
」
、
さ
ら
に
春
夏
秋
冬
の
「
時
」
の
記
載
の
有
無
に
「
春
秋

の
義
」
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
「
日
月
時
例
」
と
呼
ば
れ
る
義
例
説
が
有
る
。

こ
れ
は
す
で
に
『
公
羊
伝
』
に
も
、
そ
の
一
部
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

『
穀
梁
伝
』
で
は
こ
れ
が
さ
ら
に
詳
細
に
な
っ
て
い
る
〔
④
〕
。
い
ま
そ
の
一

端
を
左
に
挙
げ
て
み
よ
う
。

先
ず
「
日
」
　
の
例
。
用
例
の
多
い
も
の
の
み
を
挙
げ
る
。

大
夫
日
卒
、
正
也
(
大
夫
の
卒
に
日
を
い
う
の
は
正
し
い
)
　
　
　
　
4
例

日
入
幕
入
着
也
(
人
に
日
を
い
う
の
は
入
る
者
を
に
く
ん
だ
場
合
で
あ
る
)5

例

前
定
之
盟
不
日
(
前
も
っ
て
定
め
て
お
い
た
盟
に
は
日
を
い
わ
な
い
)
　
4
例

侵
時
　
　
　
　
　
　
(
侵
に
は
時
を
い
う
)

早
時
正
也
　
　
　
(
早
に
時
を
い
う
の
は
正
し
い
)

諸
侯
来
朝
時
正
　
(
諸
侯
の
来
朝
に
時
を
い
う
の
は
正
し
い
)

諸
侯
時
卒
恵
之
也
(
諸
侯
の
卒
に
時
を
い
う
の
は
、
.
に
く
む
場
合
で
あ
る
)

葬
時
、
正
也
　
　
(
埋
葬
に
時
を
い
う
の
は
正
し
い
)

ま
た
　
「
息
災
」
に
関
す
る
伝
文
に
は
「
月
」
と
　
「
時
」
と
を
区
別
し
た
例
が

有
る
。
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甚
則
月
、
不
甚
則
時
(
ひ
ど
い
場
合
に
は
月
を
い
い
、
ひ
ど
く
な
い
場
合
は

時
を
い
う
)

3
例

さ
ら
に
ま
た
　
「
日
月
時
」
を
区
別
し
た
例
が
有
る
。
こ
れ
は
「
滅
」
　
の
記
事

に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

桓
盟
不
日
　
　
(
斉
桓
公
の
盟
に
は
日
を
い
わ
な
い
)

不
日
疑
戦
也
　
(
日
を
い
わ
な
い
の
は
疑
戦
で
あ
る
)

中
国
遠
目
、
卑
国
月
、
夷
秋
不
日
(
中
国
の
場
合
は
謹
ん
で
日
を
い
い
、
卑

国
の
場
合
は
月
を
い
い
、
夷
秋
の
場
合



東洋古典學研究　第5集1998

は
日
を
い
わ
な
い
。
　
宣
公
十
五
年
)

中
国
日
、
卑
国
月
、
夷
秋
時
　
　
(
中
国
の
場
合
は
日
を
い
い
、
卑
国
の
場

合
は
月
を
い
い
、
夷
秋
の
場
合
は
時
を

い
う
。
　
喪
公
六
年
)

前
者
の
宣
公
十
五
年
の
条
に
「
謹
ん
で
日
を
い
う
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る

が
、
『
穀
梁
伝
』
に
は
ま
た
次
の
よ
う
な
常
套
句
が
有
る
。

謹
両
日
之
也

謹
而
月
之
也

(
謹
ん
で
日
を
い
っ
た
の
で
あ
る
)

(
謹
ん
で
月
を
言
っ
た
の
で
あ
る
)

こ
の
よ
う
に
『
穀
梁
伝
』
に
お
い
て
は
、
「
日
月
時
」
　
の
記
載
が
有
る
か
ど

う
か
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
『
公
羊
伝
』
と
比
較
す
る
意
味
に
お
い
て
、
『
公
羊
伝
』
の
「
日
月
褒

度
の
例
」
で
も
挙
げ
た
「
日
食
」
に
対
す
る
『
穀
梁
伝
』
の
見
解
を
見
て
み
よ

う
。
「
日
」
・
「
朔
」
・
「
既
」
　
の
有
無
に
関
し
て
、
次
の
五
つ
の
経
文
(
A
～

E
)
　
の
『
穀
梁
伝
』
　
(
a
～
e
)
・
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
述
.
へ
て
い
る
。

E D C B A

隠
公
三
年
　
「
春
、

桓
公
三
年
　
「
秋
、

桓
公
十
七
年
「
冬
、

荘
公
十
八
年
「
春
、

荘
公
二
十
五
年
「

王
二
月
、
己
巳
、
　
　
日
有
食
之
」

七
月
、
　
壬
辰
、
朔
、
日
有
食
之
、
既
」

十
月
、
　
　
　
　
朔
、
日
有
食
之
」

王
三
月
、
　
　
　
　
　
日
有
食
之
」

六
月
、
辛
未
、
朔
、
日
有
食
之
。
鼓
用
牲
千
社
」

a
　
「
日
」
を
い
い
　
「
朔
」
を
い
わ
な
い
の
は
、
日
食
が
み
そ
か
に
あ
っ
た

場
合
。
(
昔
日
不
音
糊
、
食
晦
也
)
Y

b
　
「
日
」
を
い
い
　
「
朔
」
を
い
う
の
は
、
日
食
が
つ
い
た
ち
に
あ
っ
た
場

合
。
「
阻
」
は
尽
き
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
継
続
す
る
と
い
う
表
現
で

あ
る
。
(
吉
日
舌
翔
、
食
正
朔
也
。
.
既
者
塵
也
。
有
絶
之
絆
也
)

C

C
　
「
朔
」
を
い
い
　
「
日
」
を
い
わ
な
い
の
は
、
二
日
に
食
し
た
場
合
。

(
言
朔
不
言
日
、
食
既
朔
也
)

d
　
「
日
」
を
い
わ
ず
「
朔
」
を
い
わ
な
い
の
は
、
夜
食
の
場
合
。
(
不
言

日
不
青
柳
、
夜
食
也
)

e
　
「
日
」
を
い
い
　
「
朔
」
を
い
う
の
は
、
日
食
が
つ
い
た
ち
に
あ
っ
た
場

合
。
「
鼓
」
を
う
つ
の
は
礼
に
か
な
っ
て
い
る
が
、
「
牡
を
用
い
る
し

の
は
非
礼
で
あ
る
。
　
(
言
日
吉
掬
、
食
正
朔
也
。
鼓
鍾
也
。
用
牲
非
鵡
也
)

こ
れ
を
『
公
羊
伝
』
の
隠
公
三
年
の
条
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
『
公
羊
伝
』

は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

な
に
ゆ
え
書
い
た
の
か
。
異
変
を
記
録
し
た
の
で
あ
る
。
日
食
が
有
っ

た
場
合
、
ど
う
し
て
r
日
」
を
記
し
た
り
記
さ
な
か
っ
た
り
す
る
の
か
。

ま
た
「
朔
」
を
書
い
た
り
書
か
な
か
っ
た
り
す
る
の
か
。
「
某
月
某
日
の

朔
に
日
食
が
有
っ
た
」
と
書
い
て
あ
る
の
は
、
正
し
く
朔
日
に
日
食
が
有

っ
た
も
の
で
あ
る
。
日
を
訂
し
た
り
記
さ
な
か
っ
た
り
す
る
の
は
、
早
す

ぎ
た
り
遅
す
ぎ
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
早
す
ぎ
る
と
は
、
朔
日
が
日
食

の
前
に
あ
る
場
合
、
遅
す
ぎ
た
と
は
、
朔
日
が
日
食
の
後
に
な
っ
た
場
合
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で
あ
る
。

日
食
の
記
事
の
「
日
」
・
「
朔
」
の
記
載
の
有
無
か
ら
読
み
取
っ
た
「
春
秋

の
義
」
が
、
『
穀
梁
伝
』
で
は
『
公
羊
伝
』
よ
り
も
さ
ら
に
詳
細
に
区
別
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
「
日
月
時
の
例
」
　
の
場
合
に
も
、
『
公
羊

伝
』
か
ら
『
穀
梁
伝
』
　
へ
と
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

穀
梁
伝
の
文
体
　
さ
て
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
説
明
で
、
『
穀
梁
伝
』
の
文

章
を
か
な
り
の
数
に
わ
た
っ
て
引
用
し
て
き
た
の
で
あ

る
が
、
そ
の
文
体
に
つ
い
て
も
一
言
し
て
お
こ
う
。
『
公
羊
伝
』
が
終
始
「
問

答
体
」
に
よ
っ
て
一
貫
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
第
三
章
で
述
べ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
『
穀
梁
伝
』
で
は
、
そ
の
文
体
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

我
が
国
の
『
公
羊
伝
』
・
『
穀
梁
伝
』
研
究
に
先
駆
的
業
績
を
挙
げ
ら
れ
た

山
田
琢
氏
は
、
か
っ
て
『
穀
梁
伝
』
の
文
体
を
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
た
こ
と

が
有
る
【
⑤
)
。

問
答
体
の
伝
文

直
叙
体
の
伝
文

問
答
直
叙
混
合
の
伝
文

無
伝

一
五
七
例

五
二
六
例

七
六
例

一
一
七
五
例

そ
こ
で
以
下
、
山
田
氏
の
分
類
に
し
た
が
っ
て
、
「
問
答
体
」
・
「
直
叙

体
」
・
「
混
合
体
」
を
一
例
ず
つ
紹
介
し
よ
う
。
比
較
す
る
た
め
に
『
公
羊

伝
』
も
併
せ
て
引
用
す
る
。
先
ず
は
「
問
答
体
」
　
の
例
。

隠
樽
　
「
夏
、
四
月
、
辛
卯
、
努
氏
卒
」

m
穀
梁
伝
]
・
「
努
氏
」
と
は
誰
か
。
天
子
の
大
夫
で
あ
る
。
外
国
の
大
夫

に
は
「
卒
」
を
い
わ
な
い
の
に
、
こ
こ
で
.
は
な
に
ゆ
え
「
卒
」
を
い

う
の
か
。
天
子
の
崩
御
の
際
に
魯
の
た
め
に
先
導
役
を
し
て
く
れ
た

か
ら
、
痛
ん
で
　
「
卒
」
　
を
い
っ
た
の
で
あ
る
。
　
(
努
氏
者
何
也
。
天

子
之
大
夫
也
。
外
大
夫
不
卒
、
比
何
以
卒
之
也
。
於
天
子
之
崩
鰯
魯
主
、
故

隠
而
卒
之
)

[
公
羊
伝
]
　
「
芦
氏
」
と
は
誰
か
。
天
子
の
大
夫
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
声

氏
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
足
し
た
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
度
す
る

の
か
。
世
卿
〔
卿
大
夫
の
地
位
を
世
襲
す
る
こ
と
〕
　
を
譲
っ
た
の
で
あ

る
。
世
卿
は
非
礼
で
あ
る
。
外
国
の
大
夫
に
は
「
卒
」
を
い
わ
な
い

の
に
、
こ
こ
で
は
な
に
ゆ
え
　
「
卒
」
を
い
う
の
か
。
天
王
が
崩
御
し

た
際
に
諸
侯
の
先
導
役
を
つ
と
め
た
か
ら
で
あ
る
。
(
芦
氏
者
何
、

天
子
之
大
夫
也
。
其
構
芦
氏
何
、
級
。
昂
烏
肢
、
蹟
世
卿
。
世
卿
非
趨
也
。

外
大
夫
不
卒
、
比
何
以
卒
、
天
王
崩
、
諸
侯
之
主
也
)

『
公
羊
伝
』
の
こ
の
一
条
は
有
名
な
「
世
卿
」
批
判
の
主
張
が
展
開
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
『
穀
梁
伝
』
に
こ
の
よ
う
な
考
え
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を

除
く
と
、
両
伝
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
が
「
問
答
体
」
　
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
外
大
夫
「
芦
氏
」
　
の
　
「
卒
」
を
記
録
し
た
理
由
が
、

『
公
羊
伝
』
で
は
天
王
崩
御
に
際
し
て
芦
氏
が
諸
侯
の
先
導
役
で
あ
っ
た
と
い

う
の
に
対
し
て
、
『
穀
梁
伝
』
で
は
努
氏
が
魯
の
た
め
に
先
導
役
を
務
め
た
と

述
べ
、
『
公
羊
伝
』
よ
り
も
さ
ら
に
限
定
的
で
あ
る
の
が
興
味
深
い
。
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次
は
「
直
叙
体
」
　
の
例
で
あ
る
。

債
0
2
「
秋
、
九
月
、
賓
侯
・
宋
公
・
江
人
・
黄
人
命
干
貫
(
斉
侯
・
宋
公
丘
人
・
貴

人
、
貫
に
会
す
)
　
」

[
穀
梁
伝
]
貫
の
盟
で
、
約
束
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
や
っ
て
来
た
者
は
、

「
江
人
・
黄
人
」
で
あ
る
。
「
江
人
・
貴
人
」
と
は
、
遠
国
の
者
が
や

っ
て
来
た
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
串
国
に
は
「
賓
・
宋
」
を
称
し
、

遠
国
に
は
「
江
・
黄
」
を
称
す
る
の
は
、
諸
侯
が
す
べ
て
や
っ
て
来

た
と
見
な
し
た
の
で
あ
る
。
(
貫
之
盟
不
期
而
至
者
江
人
貴
人
也
。
江

人
黄
人
音
、
遠
国
之
絆
也
。
中
國
群
青
朱
、
遠
國
構
江
黄
、
以
癌
諸
侯
皆
来

至也)

[
公
羊
伝
]
　
「
江
人
・
貴
人
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
遠
国
の

者
が
や
っ
て
来
た
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
遠
国
の
者
が
や
っ
て
来
た

の
で
あ
れ
ば
、
中
国
に
は
ど
う
し
て
た
だ
「
斉
・
宋
」
が
や
っ
て
来

た
こ
と
を
い
う
だ
け
な
の
か
。
大
国
に
は
「
斉
・
宋
」
を
称
し
、
遠

国
に
は
「
江
・
黄
」
を
称
す
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
他
の
諸
侯
で
や
っ

て
来
よ
う
と
し
な
い
も
の
は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
。
(
江
人
、
真
人

者
何
、
遠
國
之
絆
也
。
遠
国
重
奏
、
則
中
国
岳
鳥
甲
言
車
乗
至
爾
。
大
国
稀

有
来
、
遠
国
稀
江
黄
、
則
以
其
飴
鳥
莫
敢
不
至
也
)

こ
の
例
で
は
両
者
の
主
張
は
全
く
一
致
す
る
。
た
だ
『
公
羊
伝
』
が
「
問
答

体
」
で
一
貫
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
穀
梁
伝
』
は
全
て
「
直
叙
体
」
か

ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
が
相
違
点
で
あ
る
。
そ
し
て
『
穀
梁
伝
』
で
は
こ
の
よ

ぅ
な
「
直
叙
体
」
が
最
も
多
い
こ
と
は
、
前
掲
山
田
氏
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら

か
で
あ
っ
た
。

最
後
に
「
問
答
直
叙
混
合
体
」
　
の
例
。

隠
0
4
「
冬
、
十
有
二
月
、
衛
人
立
音
(
術
人
、
晋
を
立
つ
)
」

[
穀
梁
伝
]
　
「
衛
人
」
と
い
う
の
は
衆
多
を
意
味
す
る
表
現
で
あ
る
。

「
立
」
と
は
立
て
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
晋
」

と
名
指
し
で
い
う
の
は
、
(
継
嗣
と
し
て
)
　
正
統
で
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
に
「
人
」
を
称
し
て
彼
を
「
立
」
　
て
た
の
は
な
ぜ
か
。
衆

人
の
支
持
を
得
た
か
ら
で
あ
る
。
衆
人
の
支
持
を
得
た
の
で
あ
れ
ば

賢
者
で
あ
る
。
賢
者
で
あ
る
の
に
立
て
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
の

は
な
ぜ
か
。
『
春
秋
』
の
義
で
は
、
諸
侯
の
継
嗣
は
嫡
長
に
与
え
て

賢
者
に
は
与
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
(
擬
人
者
、
衆
辞
也
。
立
者
、
不

宜
立
者
也
。
音
之
名
、
慈
也
。
其
購
入
以
立
之
何
也
。
得
衆
也
。
得
衆
則
是

賢
也
。
賢
、
則
其
日
不
宜
立
何
也
。
春
秋
之
義
、
諸
侯
輿
正
而
不
奥
賢
也
)

[
公
羊
伝
]
　
「
晋
」
と
は
誰
か
。
公
子
晋
で
あ
る
。
「
立
」
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
。
「
立
」
と
は
立
て
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
こ
に
「
人
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
国
中
の
民
衆

が
立
て
た
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
誰
が
彼
を
立
て

た
の
か
。
弔
村
が
立
て
た
の
で
あ
る
。
石
棺
が
立
て
た
の
で
あ
る

な
ら
、
こ
こ
に
「
人
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
民
衆
が
立
て
た
い
と

望
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
民
衆
が
立
て
た
い
と
望
ん
だ
と
し
て
も
、
彼

を
立
て
る
の
は
よ
ろ
し
く
な
い
。
(
晋
者
何
・
公
子
音
也
・
立
者
何
・

不
宜
立
者
也
。
其
稀
人
何
、
衆
立
之
之
辟
也
。
然
則
執
立
之
、
石
措
立
之
。

石
措
立
之
、
則
其
購
入
何
、
衆
之
所
欲
立
也
。
衆
錐
欲
立
之
、
其
立
之
非
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也
)

こ
れ
ま
た
両
者
の
主
張
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
『
公
羊
伝
』
で

は
公
子
晋
を
立
て
る
べ
き
で
な
い
理
由
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
『
穀
梁

伝
』
で
は
「
春
秋
の
義
」
を
挙
げ
て
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
。
そ
し
て
『
穀
梁

伝
』
で
は
前
半
が
「
直
叙
体
」
、
後
半
が
「
問
答
体
」
　
の
　
「
混
合
体
」
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
こ
こ
で
こ
れ
を
仮
に
「
問
答
体
」

で
一
貫
さ
せ
る
と
す
る
な
ら
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

衛
人
者
(
何
)
、
衆
辞
也
。
/
立
者
(
何
)
、
不
宜
立
者
也
。
/
音
之

名
(
何
也
)
、
悪
也
。
/
其
偶
人
以
立
之
何
也
。
待
衆
也
。
/
得
衆
則
是

賢
也
。
賢
、
則
英
日
不
宜
立
何
也
。
春
秋
之
義
、
諸
侯
輿
正
而
不
興
賢
也
。

右
の
よ
う
に
(
…
)
　
の
部
分
を
付
け
加
え
る
と
全
体
が
　
「
問
答
体
」
に
な
る

わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
事
実
は
む
し
ろ
そ
の
逆
で
、
(
…
)
　
の
部
分
が
省
か
れ

た
結
果
、
「
直
叙
体
」
　
の
形
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ

う
か
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
　
「
混
合
体
」
と
は
「
問
答
体
」
か
ら
「
直
叙

体
」
　
へ
の
過
渡
的
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
と
す
る
な
ら
、
文
体
の
上
で
も
「
問
答
体
」
か
ら
「
直
叙
体
」
　
へ
、
す
な
わ

ち
『
公
羊
伝
』
か
ら
『
穀
梁
伝
』
　
へ
の
展
開
の
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

伝
文
の
中
に
、
物
語
性
を
帯
び
た
「
説
話
」
が
有
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
述
べ

て
お
か
ね
ば
な
ム
な
い
。
そ
の
数
お
よ
そ
二
十
例
。
『
公
羊
伝
』
の
半
数
ほ
ど

で
あ
る
が
、
そ
の
伝
文
中
に
果
た
す
役
割
は
『
公
羊
伝
』
の
場
合
と
大
き
な
違

い
は
な
い
。
い
ま
こ
れ
ら
の
中
か
ら
、
比
較
的
長
文
.
の
説
話
と
短
い
説
話
を
一

例
づ
つ
紹
介
し
よ
う
。
先
ず
は
債
公
二
年
の
条
。

債
.
0
2
「
虞
師
・
音
節
滅
夏
陽
(
虞
師
・
晋
師
、
夏
陽
を
滅
す
)
」

(
虞
が
)
　
国
で
な
い
の
に
　
「
滅
」
　
と
い
う
の
は
、
「
夏
陽
」
を
重
要
視
し

た
か
ら
で
あ
る
。
「
虞
」
　
に
は
　
「
師
」
　
〔
大
き
な
軍
隊
〕
が
無
い
は
ず
な

の
に
、
こ
こ
に
「
師
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
「
晋
(
師
)
　
」
　
の
先
に
書

か
れ
て
い
る
か
ら
「
師
」
と
い
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
晋
」
　
の
先
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
「
夏
陽
」
を
滅
ぼ
す
の
に

主
役
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
夏
陽
」
　
と
は
「
虞
」
・
「
敏
」
　
の
塞
邑

で
あ
り
、
「
夏
陽
」
　
が
滅
ぼ
さ
れ
る
と
　
「
虞
」
・
「
鶴
」
　
は
取
ら
れ
て
し

ま
っ
た
。
(
そ
れ
ほ
ど
虞
に
と
っ
て
重
要
な
邑
で
あ
る
の
に
)
　
「
虞
」
が
　
「
夏

陽
」
を
滅
ぼ
す
の
に
主
役
と
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
(
非
國
両
日
滅
、
重

夏
陽
也
。
虞
無
師
。
其
日
師
何
也
。
以
其
先
音
、
不
可
以
不
言
師
也
。
其
先
音
何

也
。
馬
主
乎
滅
夏
陽
也
。
夏
陽
者
、
虞
敏
之
塞
邑
也
。
滅
夏
陽
而
虞
親
筆
兵
。
虞

之
鳥
主
乎
滅
夏
陽
何
也
)
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穀
梁
伝
の
説
話
　
　
な
お
文
体
に
関
連
し
て
『
穀
梁
伝
』
に
も
『
公
羊
伝
』

と
同
様
、
「
問
答
体
」
・
「
直
叙
体
」
・
「
混
合
体
」
　
の

経
文
に
、
小
国
の
虞
が
大
国
晋
の
上
に
書
か
れ
て
い
る
理
由
、
ま
た
邑
の

「
夏
陽
」
に
「
滅
」
と
い
う
「
国
」
用
語
で
書
か
れ
て
い
る
理
由
等
を
説
明
し

た
「
問
答
体
」
の
伝
文
に
続
け
て
、
『
穀
染
伝
』
は
以
下
の
よ
う
な
長
文
の
説

話
を
付
け
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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晋
の
献
公
が
鶴
を
伐
と
う
と
し
た
。
筍
息
が
言
う
、
「
わ
が
君
は
ど
う

し
て
屈
産
の
乗
と
垂
椋
の
壁
を
使
っ
て
虞
に
道
を
借
り
な
い
の
で
す
か
」
。

公
が
言
う
、
「
こ
れ
ら
は
晋
国
の
家
宝
で
あ
る
。
も
し
我
が
国
の
贈
り
物

を
受
け
取
っ
て
も
道
を
貸
し
て
く
れ
な
か
っ
た
ら
、
ど
う
し
よ
う
と
い
う

の
だ
」
。

筍
息
が
言
う
、
「
こ
れ
ら
の
物
は
小
国
が
大
国
に
仕
え
る
し
る
L
で
あ

り
ま
す
。
あ
ち
ら
が
道
を
貸
さ
な
い
つ
も
り
な
ら
、
必
ず
や
こ
ち
ら
の
贈

り
物
を
受
け
取
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
も
し
こ
ち
ら
の
贈
り
物
を
受
け
取
っ

て
、
道
を
貸
し
て
く
れ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
、
こ
ち
ら
が
壁
を
中
府
か
ら
取

り
出
し
て
外
府
に
蔵
し
、
馬
を
中
底
か
ら
取
り
出
し
て
外
戚
に
置
く
よ
う

な
も
の
で
す
」
。

公
が
言
う
、
「
(
虞
に
は
賢
者
)
宮
之
奇
が
い
る
で
は
な
い
か
。
彼
は

き
っ
と
受
け
取
ら
せ
な
い
だ
ろ
う
」
。
筍
息
が
言
う
、
「
宮
之
奇
の
人
と

な
り
は
、
明
達
で
は
あ
る
が
儒
弱
で
す
。
し
か
も
幼
少
の
頃
か
ら
虞
君
の

そ
ば
で
育
ち
ま
し
た
。
明
達
で
あ
れ
ば
そ
の
言
葉
は
簡
略
で
す
。
惰
弱
で

あ
れ
ば
強
い
て
諌
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
幼
少
の
頃
か
ら
虞
君
の
そ

ば
で
育
て
ば
、
君
は
軽
ん
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
あ
ま
つ
さ
え
玩
好
〔
す
き

な
も
の
〕
が
耳
目
の
前
に
あ
っ
て
、
憂
患
は
一
国
の
後
に
ひ
そ
ん
で
お
り

ま
す
。
こ
れ
は
中
知
以
上
の
人
物
に
し
て
は
じ
め
て
考
慮
し
得
る
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
私
が
虞
君
の
人
と
な
り
を
観
察
し
ま
す
と
こ
ろ
中
知
以
下
の

人
物
で
す
」
。

公
は
か
く
し
て
道
を
借
り
て
敏
を
伐
つ
こ
と
に
し
た
。
(
は
た
し
て
)

宮
之
奇
が
諌
め
て
言
う
、
「
晋
国
の
使
者
は
、
挨
拶
の
言
葉
が
丁
寧
で
、

贈
り
物
も
立
派
で
す
。
必
ず
や
虞
に
と
っ
て
不
都
合
な
こ
と
と
な
り
ま
し

ょ
う
」
。
虞
公
は
聞
き
入
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
贈
り
物
を
受
け
て
、
晋
に
道

を
貸
し
て
し
ま
っ
た
。
宮
之
奇
が
諌
め
て
言
う
、
「
諺
に
『
屑
が
亡
く
な

る
と
歯
が
寒
い
』
と
い
う
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
」
。
そ

の
妻
子
を
引
き
連
れ
て
首
に
奔
っ
た
。

献
公
は
鶴
を
滅
ぼ
し
、
五
年
後
に
は
虞
を
手
に
い
れ
た
。
そ
の
と
き
筍

息
が
馬
を
牽
き
、
壁
を
持
っ
て
進
み
出
て
言
っ
た
、
「
壁
は
も
と
の
ま
ま

で
す
。
し
か
し
馬
の
歯
は
長
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
　
〔
年
を
取
っ
て
し

ま
っ
た
い
う
意
味
〕
　
」
。
　
(
音
麒
公
欲
伐
敏
。
筍
息
日
、
君
何
不
以
屈
産
之
乗
、

垂
線
之
壁
而
倍
道
平
底
也
。
公
日
、
此
音
國
之
賛
也
。
如
受
吾
幣
而
不
借
吾
道
、

則
如
之
何
。
筍
息
日
、
此
小
國
之
所
以
事
大
國
也
。
彼
不
倍
音
道
、
必
不
敢
受
吾

幣
。
如
受
吾
幣
而
倍
音
道
、
則
是
我
取
之
中
府
而
蔵
之
外
府
。
取
之
中
底
而
置
之

外
戚
也
。
公
日
、
宮
之
奇
存
鳶
。
必
不
便
受
之
也
。
筍
息
日
、
宮
之
奇
之
鳥
人
也
、

遠
心
而
情
。
又
少
長
於
君
。
遠
心
則
草
書
絡
。
情
則
不
能
彊
諒
。
少
長
於
君
、
則

君
軽
之
。
且
夫
玩
好
在
耳
目
之
前
、
而
息
在
一
國
之
後
。
比
中
知
以
上
乃
能
慮
之
。

臣
料
虞
君
中
知
以
下
也
。
公
遂
借
道
而
伐
敬
。
宮
之
奇
球
目
、
昔
國
之
使
者
、
其

鮮
卑
而
幣
重
。
必
不
便
於
虞
。
虞
公
弗
臆
。
遂
受
其
幣
而
倍
之
道
。
宮
之
奇
球
目
、

語
日
、
唇
亡
則
歯
寒
。
其
斯
之
謂
輿
。
寧
其
妻
子
以
奔
替
。
猷
公
亡
敏
。
五
年
而

後
車
虞
。
筍
息
牽
馬
擁
壁
而
前
日
、
壁
則
猶
是
也
。
而
馬
留
加
長
英
)

さ
て
こ
の
　
「
屈
産
之
乗
、
垂
兢
之
璧
」
説
話
は
、
先
秦
か
ら
前
漠
時
代
に
か

け
て
の
文
献
、
た
と
え
ば
『
韓
非
子
』
十
過
篇
・
『
呂
氏
春
秋
』
慎
大
覧
権
勲

篇
・
『
公
羊
伝
』
・
『
史
記
』
晋
世
家
、
ま
た
時
代
が
降
っ
た
『
新
序
』
善
謀
篇

等
に
も
採
録
さ
れ
て
い
る
著
名
な
説
話
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
仔
細
に
検
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討
し
て
み
る
と
、
最
も
『
穀
梁
伝
』
に
近
い
の
は
実
は
『
公
羊
伝
』
記
載
の
も

の
な
の
で
あ
る
。
い
ま
そ
の
全
文
を
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
い
ち
ば
ん
肝

腎
な
点
で
違
い
が
有
る
の
で
、
そ
こ
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
こ
の
説
話

の
最
後
の
部
分
で
あ
る
。
『
公
羊
伝
』
で
は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
四
年
後
に
は
、
再
び
や
っ
て
き
て
虞
を
取
っ
た
。
　
(
滅
ぼ
さ
れ

た
)
虞
公
は
宝
を
抱
き
馬
を
牽
い
て
献
公
の
前
に
進
み
出
た
。
(
そ
れ
を

聞
い
た
)
筍
息
が
献
公
に
見
え
て
言
っ
た
、
「
臣
の
計
略
は
い
か
が
で
し

た
か
」
。
献
公
が
言
っ
た
、
「
そ
な
た
の
計
略
は
そ
の
通
り
に
実
行
さ
れ

た
。
宝
は
我
が
宝
の
ま
ま
だ
。
し
か
し
我
が
馬
は
年
を
取
っ
て
し
ま
っ
た

よ
う
だ
わ
い
」
。
(
四
年
。
反
取
虞
。
虞
公
抱
賛
牽
馬
而
至
。
筍
息
見
目
、
臣

之
謀
何
如
。
飲
公
日
、
子
之
謀
則
巳
行
夫
。
賛
則
吾
賛
也
。
錐
然
、
首
席
之
歯
亦

巳
長
英
)

こ
れ
に
よ
れ
ば
『
公
羊
伝
』
で
は
、
筍
息
の
　
「
私
の
計
略
の
成
果
は
ご
覧
の

通
り
で
す
。
玉
も
馬
も
我
が
君
の
手
に
戻
っ
た
で
し
ょ
う
」
と
自
慢
し
た
言
葉

を
承
け
て
、
献
公
が
「
そ
な
た
の
言
う
通
り
宝
は
我
が
手
に
帰
っ
た
。
た
だ
馬

は
生
き
物
ゆ
え
い
さ
さ
か
年
を
取
っ
た
ぞ
」
と
戯
れ
を
言
っ
て
、
こ
の
説
話
は

締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
然
他
の
文
献
『
韓
非
子
』
・
『
呂
氏
春

秋
』
・
『
公
羊
伝
』
・
『
史
記
』
・
『
新
序
』
等
も
全
て
こ
の
点
で
は
一
致
し
て

い
る
。
ま
た
そ
う
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
こ
そ
「
屈
産
之
乗
、

垂
兢
之
璧
」
説
話
の
重
要
な
「
落
ち
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
『
穀
梁
伝
』
だ
け
が
「
馬
歯
加
長
」
を
筍
息
の
言
葉
に
し
て
お
り
、
肝
腎
の

説
話
の
構
成
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
っ
た
。
実
は
こ
の
例
に
典
型
的
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
『
款
梁
伝
』
所
載
の
説
話
に
は
、
そ
の
構
成
の
点
で
粗
雑
な
面
が

有
る
も
の
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
説
話
の
後
出
性
を
示
す
も
の
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
〔
⑥
)
。

今
度
は
短
い
説
話
の
用
例
。
こ
れ
は
参
考
の
た
め
に
『
公
羊
伝
』
全
文
と
対

照
さ
せ
よ
う
。

文
1
1
「
冬
、
十
月
、
甲
午
、
叔
孫
得
臣
敗
秋
干
賊
」

[
穀
梁
伝
]
　
「
帥
師
」
と
い
わ
な
い
で
「
敗
」
と
だ
け
い
う
の
は
な
ぜ
か
。

た
だ
一
人
を
敗
っ
た
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
一
人
で
あ
る
の
に

「
敗
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
(
敵
を
)
衆
と
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。伝

に
い
う
、
「
長
秋
で
あ
る
。
兄
弟
三
人
が
か
わ
る
が
わ
る
中
国

を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、
瓦
石
で
も
こ
れ
を
そ
こ
な
う
こ
と
は
出
来
な

か
っ
た
。
叔
孫
得
臣
は
弓
矢
の
名
人
で
あ
る
。
彼
が
そ
の
日
を
射
つ

と
、
(
た
お
れ
て
)
そ
の
身
は
九
畝
も
の
範
囲
に
横
た
わ
っ
た
。
そ

し
よ
く

の
昔
を
切
っ
て
車
に
載
せ
る
と
眉
の
部
分
が
拭
　
〔
よ
こ
ぎ
〕
　
の
上

に
現
れ
た
」
と
。

そ
れ
な
ら
な
に
ゆ
え
「
獲
」
と
い
わ
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
昔
は

鮎
〔
負
傷
者
〕
を
重
ね
ず
、
二
毛
〔
老
人
〕
を
食
に
は
し
な
か
っ
た
。

と
-
ツ
こ

そ
れ
ゆ
え
「
獲
」
を
い
わ
な
い
の
は
、
内
〔
魯
〕
の
た
め
に
謹
ん
だ

の
で
あ
る
。
(
三
人
の
う
ち
)
斉
に
行
っ
た
者
は
、
王
子
成
父
が
殺

し
た
。
晋
へ
行
っ
た
者
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
(
不
言
帥
師
雨
音

敗
何
也
。
直
敗
一
人
之
絆
也
。
一
人
両
日
敗
何
也
。
以
衆
焉
舌
之
也
。
僻
目
、

剣
副
也
』
習
仙
ヨ
刀
、
供
宕
中
国
。
瓦
石
不
能
害
。
嘲
詞
矧
可
最
善
射
者
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也
。
射
其
日
。
身
槙
九
畝
。
断
其
首
而
載
之
。
眉
見
於
拭
。
然
則
何
鳥
不
昔

獲
也
。
日
、
古
者
不
宜
創
。
不
禽
二
毛
。
故
不
音
獲
。
鳥
内
諒
也
。
共
l
割
判

者
、
王
子
成
父
殺
之
。
則
未
知
其
之
音
者
也
)

[
公
羊
伝
]
　
「
秋
」
と
は
な
に
か
。
長
秋
で
あ
る
。
兄
弟
が
三
人
お
り
、

一
人
は
斉
へ
行
き
、
一
人
は
魯
へ
行
き
一
人
は
晋
へ
行
っ
た
。
斉
へ

行
っ
た
者
は
王
子
成
父
が
殺
し
、
魯
へ
行
っ
た
者
は
「
叔
孫
得
臣
」

が
殺
し
た
。
晋
へ
行
っ
た
者
の
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
こ
こ
に

「
敗
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
a
　
こ
れ
を
重
大
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
　
「
日
」
付
け
を
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
を
重
大
視
し
た
か

ら
で
あ
る
。
地
名
を
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
を
重
大
視
し
た
か
ら

で
あ
る
。
な
に
ゆ
え
書
い
た
の
か
。
異
常
を
記
録
し
た
の
で
あ
る
。

(
秋
者
何
、
剣
叫
判
1
-
則
刺
ヨ
刃
。
一
昔
之
葬
、
一
昔
之
魯
、
一
昔
之
昔
。

刻
判
到
可
」
劃
判
劇
剣
劇
功
。
其
之
魯
者
、
副
刺
瑚
臣
l
殺
之
。
則
剰
鋤
鍋
創

刊
刹
嘲
。
其
言
敗
何
、
大
之
也
。
其
日
何
、
大
之
也
。
其
地
何
、
大
之
也
。

何
以
書
、
記
異
也
)

こ
こ
で
も
『
穀
梁
伝
』
中
の
　
「
伝
日
」
が
『
公
羊
伝
』
を
指
し
て
い
る
こ
と

は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
例
に
お
い
て
も
『
穀
梁
伝
』
の
説
話
の
後

出
性
を
示
す
の
は
、
長
秋
が
　
「
身
、
九
畝
に
横
た
わ
る
」
　
よ
う
な
　
「
巨
人
説

話
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
も
や
こ
の
条
の
『
公
羊
伝
』
に
繰
り
返

し
て
使
わ
れ
る
　
「
大
之
也
」
を
誤
解
し
て
巨
人
に
し
た
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。

お
そ
ら
く
「
長
秋
」
　
の
　
「
長
」
か
ら
の
連
想
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
　
こ
の

よ
う
に
「
説
話
」
　
の
点
か
ら
も
、
『
公
羊
伝
』
よ
り
『
穀
梁
伝
』
　
へ
の
展
開
の

跡
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注①
　
な
お
「
儒
林
伝
」
　
の
記
事
か
ら
は
戻
太
子
と
暇
丘
江
公
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、

『
漢
書
』
武
玉
子
伝
に
は
、
「
少
壮
に
詔
あ
り
て
公
羊
春
秋
を
受
け
、
又
た
暇
丘
江
公

に
従
ひ
て
穀
梁
を
受
く
」
と
見
え
て
い
る
。
ま
た
申
公
以
前
の
系
譜
は
上
述
の
修
士
勘

の
説
に
よ
っ
た
が
、
そ
の
信
憑
性
に
問
題
が
有
る
こ
と
は
上
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

②
　
こ
の
こ
と
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
「
公
羊
」
・
「
穀
梁
」
が
極
め
て
珍
し
い

姓
で
あ
る
こ
と
と
相
侯
っ
て
、
両
者
が
「
姜
」
字
の
反
切
だ
と
い
う
説
が
古
く
か
ら
伝

え
ら
れ
て
い
る
。
南
宋
の
朱
子
　
(
『
朱
子
語
類
」
巻
一
二
五
)
・
鄭
滑
之
　
こ
経
義

考
』
巻
一
七
所
引
)
等
の
指
摘
が
そ
れ
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
　
「
公
」
・
「
殺
し
　
が

双
声
　
(
語
頭
の
子
音
が
等
し
い
)
、
「
羊
」
・
「
梁
」
　
が
畳
韻
　
(
同
じ
韻
)
だ
と
い
う

指
摘
も
有
る
　
(
民
国
の
王
樹
条
『
続
公
羊
墨
守
』
や
銭
玄
同
『
五
輪
経
今
古
文
学
問

圧
し
等
)
。

③
　
た
だ
し
『
穀
梁
伝
L
　
の
場
合
、
[
F
]
・
【
I
]
・
[
1
]
　
の
経
文
に
対
し
て
　
「
傲
正

即
位
、
正
也
」
　
と
い
う
同
一
の
伝
文
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

④
　
後
世
『
穀
梁
伝
』
に
対
し
て
、
「
日
月
の
例
に
苦
し
ん
で
い
る
」
と
批
評
さ
れ
た
ゆ

え
ん
で
あ
る
(
『
困
学
紀
聞
し
巻
六
所
引
の
劉
轍
の
説
)
。

⑤
　
山
田
琢
「
公
羊
・
穀
梁
二
伝
の
文
体
と
そ
の
伝
文
構
造
に
つ
い
て
」
　
(
日
本
中
国
学

会
報
第
九
集
一
九
五
七
　
『
春
秋
学
の
研
究
し
明
徳
出
版
社
一
九
八
七
)

⑥
　
馬
王
堆
白
書
　
春
秋
事
語
』
　
三
馬
王
堆
漠
基
角
番
〔
参
〕
」
　
(
文
物
出
版
社
一

九
七
八
)
に
　
「
八
　
晋
献
公
欲
襲
敏
幸
」
　
が
有
り
、
こ
れ
が
こ
の
　
「
屈
産
之
果
し
説
話

で
あ
る
。
す
で
に
整
理
小
組
に
よ
っ
て
r
穀
梁
伝
」
の
説
話
と
の
近
似
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
が
、
『
公
羊
』
　
r
左
伝
』
を
含
め
た
う
え
で
の
先
後
関
係
を
決
定
す
る
要
素
に

乏
し
い
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
　
「
落
ち
」
　
の
部
分
が
無
い
。
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